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            令和５年３月 10日 

 

「保健医療福祉分野における公開鍵基盤認証局の整備と運営に関する専門家会議」 

（略称：HPKI認証局専門家会議）開催要綱 

 

 

１ 目的 

 厚生労働省においては、今後、医療における書類等の電子化や電子保存が推進される状

況下で、医師資格等の確認機能を備えた電子署名のニーズに対応して開設される公開鍵基

盤（PKI：Public Key Infrastructure）認証局が、全国で共通の信頼性と検証可能性を確

保して運営されるために準拠すべき「保健医療福祉分野 PKI認証局証明書ポリシ」を整備

し公表した。 

同ポリシの基礎となっている電子署名技術や制度は、内容が専門技術的であり、かつ技

術の進展が急速であること等から、当該分野の有識者の意見を十分踏まえながら、同ポリ

シの利用に関する情報提供のあり方や、個別認証局の同ポリシへの準拠性を公正に審査す

るための体制等について検討を行うことが必要であり、今後の保健医療福祉分野における

適切で円滑な PKI認証局の運用に資するため、当該分野における公開鍵基盤認証局の整備

と運営に関する専門家会議を開催する。 

 

２ 検討事項 

（１）証明書ポリシの有効利用に向けた関係者への情報提供のあり方 

（２）証明書ポリシへの準拠性に係る審査 

① 審査基準の策定と管理 

② 審査結果を踏まえた準拠性の評価と承認 

③ 当面の準拠性審査の体制と将来展望 

（３）証明書ポリシのメンテナンス 

（４）その他 

 

３ 構成 

（１）専門家会議は、電子署名技術等に関し学識経験を有する別紙の者をもって構成する。 

（２）専門家会議には、互選による座長を置き、座長は専門家会議の会務を総理する。 

（３）座長代理は、座長が指名する。 

 

４ 運営 

（１）厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官は、必要に応じ専門家会議を召集

する。 
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（２）座長は、証明書ポリシへの準拠性審査の基準の策定、準拠性の予備評価、証明書ポリ

シのメンテナンス等を行うために必要があるときは、電子署名技術に関し専門的知識を

有する者をもって構成する「専門作業班」を召集する。 

（３）「専門作業班」の構成員その他必要な事項は、座長が定める。 

（４）専門家会議の運営に関し必要な事項は、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報

審議官が座長と協議のうえ定める。 

 

 ５ 庶務 

専門家会議の庶務は、厚生労働省医政局特定医薬品開発支援･医療情報担当参事官室に

おいて行う。 
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（別 紙）                    

 

・「保健医療福祉分野における公開鍵基盤認証局の整備と運営に関する専門家会議」構成員 

大山 永昭    東京工業大学科学技術創成研究院社会情報流通基盤研究 

センター 特命教授（座長代理） 

喜多  紘一    保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会 理事長 

多賀谷一照  千葉大学 名誉教授 

辻井 重男  中央大学研究開発機構 教授 

松本 勉   横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授（座長） 

山本  隆一    医療情報システム開発センター 理事長 

 

 

・「専門作業班」構成員 

喜多  紘一  保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会 理事長 

河野 行満  日本薬剤師会中央薬事情報センター医療情報管理部 部長 

丸山 満彦  PwCコンサルティング合同会社 パートナー 

六川 浩明   内幸町国際総合法律事務所 弁護士 

矢野  一博  日本医師会総合政策研究機構 主任研究員 

山田 茂  KPMGコンサルティング株式会社 ディレクター 

山本  隆一 医療情報システム開発センター 理事長（班長） 

 

※敬称略 


